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国立障害者リハビリテーシ
ョンセンターの紹介
　国立障害者リハビリテーションセンタ
ーは、障害がある人々の自立及び社会参
加を支援するため、1979 年に厚生省が
設置した施設です。当センターは障害が
ある方々に対するリハビリテーション医
療の提供、就労のための支援及び社会生
活支援までの福祉サービスの提供ととも
に、障害・リハビリテーションに関する
研究・開発、リハビリテーション専門職
の人材育成等を一体的に行う総合的なリ
ハビリテーション施設です【写真 1】。
　近年、当センターが特に力を入れて取
り組んでいる活動としては、高次脳機能
障害、発達障害に関して日本全国の支援
機関・施設の中核となって情報の収集・
発信をする活動、また、障害がある人々
の健康増進のために健康づくりの支援や、

運動・スポーツ支援に取り組む人々への
知識・技術の普及等があります。
　国際協力としては、医療から就労支援、
研究開発、人材育成までを行う世界的に
も数少ない総合的なリハビリテーション
センターとして、毎年多くの見学が海外
から訪れており、リハビリテーションに
関する当センターの活動を紹介すること
も活動の一つです。これまでに世界
153 か国 6 地域から当センターへの見
学を受け入れてきました【表 1】。
　また、リハビリテーションに従事して
いる海外の専門家に対する個別研修も行
っており、当センターや日本で行われて
いるリハビリテーションについて、技術
とともに、チームアプローチの考え方等
も紹介しています。

WHO の協力センターとし
ての役割
　当センターは 1955 年に “障害の予防
とリハビリテーションに関する WHO
協 力 セ ン タ ー” WHO Collaborating 
Centre for Disability Prevention and 
Rehabilitation “ として認定を受けて以
来、現在 6 回の更新を継続して受けて
います。
　障害に関しての国内では唯一の協力セ
ンターであり、西太平洋地域においては
同分野の協力センター（中国 3 センター、
オーストラリア 1 センター、韓国 1 セ
ンター）と連携を図っています。
　当センターは協力センターとして次の
4 つを中心に活動しています。
１　障害がある人々の健康増進とスポー
ツへのアクセスを促進するためのテキス
ト作成や知見を WHO に提供する。
２　福祉機器に関するデータの収集と分
析を行い WHO に提供する。
３　災害時における障害者支援に関する
研究や知見を WHO に提供する。
４　WHO の活動方針や文書の啓発、普
及活動を行う。
　具体的には、リハビリテーションマニ
ュアルとして障害がある人々の医療、ス
ポーツ、職業訓練、生活のための訓練等、
様々なテーマのマニュアル冊子を英語で
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国立障害者リハビリテーションセンター
～障害の予防とリハビリテーションに関するWHO協力センター～

国立障害者リハビリテーションセンター総長　
飛松　好子
リハビリテーション科医師、専門は義肢装具、脳性麻痺、脊髄損傷等。

写真①　国立障害者リハビリテーションセンター病院

国立障害者リハビリテーションセンターにおいて長年国際協力の
業務に携わっている。

国立障害者リハビリテーションセンター国際協力室長
西村　陽子
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　このように、当センターは WHO
の障害とリハビリテーションに関す
る活動の推進に長年にわたり協力を
しています。
　WHO は “リハビリテーション”
を障害がある人々に限らず、必要と
するすべての人々（疾病、障害、怪
我等々の状態にある）のために提供
されるべきものであると述べていま
す。この事は、国際的にも、またこ
の分野に携わる人々にとっても新た
な概念であり、当センターは協力セ
ンターとしてこの概念の普及に取り
組む方向で考えています。

おわりに
　日本において障害の範囲は徐々に

作成し、WHO をはじめとして西太
平洋地域、アジア地域の約 30 か国
の保健省や関係機関に提供する
とともに Web で公開しています。
　また、毎年国際セミナーを主催し、
WHO の障害とリハビリテーション
に関する方針に関連したテーマで、
WPRO、西太平洋地域の国の専門
家や国内の関係者の講演、ディスカ
ッションを通じて情報共有を図って
います【写真 2】。
　今後、補装具支給制度の紹介や災
害支援に関するレポートを作成する
予定としています。
　また、これらの活動以外にも
WHO が行う開発や調査への協力と
して、“視覚障害リハビリテーショ
ンに関する国際標準” International 
S t a n d a r d s  f o r  V i s u a l 
Rehabilitation の作成への協力、“福
祉用具重点品目リスト” Priority 
Assistive Products List の作成への
協力を行ってきました。

 厚生労働省の国際統計分類協力
センターに協力して、WHO 国際生
活 機 能 分 類 ICF(International 
C l a ss i f i ca t i on  o f  Func t ion , 
Disabilities and Health) の “用具”
に関する改善のための支援を行って
います。

拡大し、それに対応するため、施策
や技術の開発に取り組んできました。
また、超高齢化社会における我が国
のリハビリテーションや支援に関す
る取組は、海外の国々においても直
面するであろう課題への対応の参考
になると考えます。WHO の協力セ
ンターとして西太平洋地域はもとよ
り、アジア諸国や他の国々にとって
日本が蓄積してきた経験や技術が参
考になるよう、これからも海外の同
じ分野の協力センターと協力するこ
とと、情報を積極的に発信していく
ことが、当センターの役割であり、
今後も推進していきたいと考えてい
ます。

写真 2：国際セミナーにて WHO テクニカルリードの講演

表 1　外国人見学者の国名内訳　　　　昭和 54 年度～平成 30 年度
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